
大田原市告示第６６号  

 大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号。以下「条例」という。）別

表３９の項１⑵の市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準並びに同表

９４の項１⑴の市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準、同項２⑴の

市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準及び同項２⑵の市長が指定す

る建築物エネルギー消費性能基準並びに同表９６の項１⑴イ（イ）の市長が

指定する建築物エネルギー消費性能誘導基準、同項１⑵ア（ア）の市長が指

定する建築物エネルギー消費性能誘導基準、同項１⑵ア（イ）の市長が指定

する建築物エネルギー消費性能誘導基準、同項１⑵イ（キ）の市長が指定す

る建築物エネルギー消費性能誘導基準及び同項１⑵イ（ク）の市長が指定す

る建築物エネルギー消費性能誘導基準を次のように定め、令和７年４月１日

から適用し、大田原市手数料条例別表９４の項の市長が指定する建築物エネ

ルギー消費性能基準等（令和５年大田原市告示第７５号）は、廃止する。  

 

  令和７年４月１日  

 

               大田原市長  相  馬  憲  一  

 

１  条例別表３９の項１⑵の市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準

は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業

省・国土交通省令第１号。以下「省令」という。）第１条第１項第２号イ

⑵及びロ⑵に規定する基準を用いるものとする。  

２  条例別表９４の項１⑴の市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準

は、省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準を用いるものと

する。  

３  条例別表９４の項２⑴の市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準

は、省令第１条第１項第１号イに規定する一次エネルギー消費量（以下「一

次エネルギー消費量」という。）の算出に用いるべき標準的な建築物を用

いて評価する方法を用いるものとする。  

４  条例別表９４の項２⑵の市長が指定する建築物エネルギー消費性能基準

は、実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて

評価する方法を用いるものとする。  

５  条例別表９６の項１⑴イ（イ）アの市長が指定する建築物エネルギー消

費性能誘導基準は、省令第１３条第３項第２号に規定する方法を用いるも

のとする。  



６  条例別表９６の項１⑵ア（ア）の市長が指定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準は、省令第１０条第２号イ⑴及びロ⑴に規定する基準を用い

るものとする。  

７  条例別表９６の項１⑵ア（イ）の市長が指定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準は、省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵に規定する基準を用い

るものとする。  

８  条例別表９６の項１⑵イ（キ）の市長が指定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準は、一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築

物及び省令第１０条第１号イ⑴に規定する屋内周囲空間の年間熱負荷（以

下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。）の算出に用いるべきものとし

て国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法を用いるものとする。 

９  条例別表９６の項１⑵イ（ク）の市長が指定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準は、実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消

費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法を用いるものと

する。  


